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◎
行
政
不
服
審
査
法�

�

（
平
成
二
六
年
六
月
一
三
日
法
律
第
六
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四
月
二
四
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
新
藤
国
務
大
臣　

行
政
不
服
審
査
法
案
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
及
び
行
政
手
続
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
行
政
不
服
審
査
法
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
行
政
庁
の
処
分
ま
た
は
不
作
為
に
対
す
る
不
服
申
し

立
て
の
制
度
に
つ
い
て
、
公
正
性
及
び
利
便
性
の
向
上
等
を
図
る
観
点
か

ら
、
そ
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
審
理
の
公
正
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
原
処
分
に
関
与
し
た

者
以
外
の
者
の
中
か
ら
審
査
庁
が
指
名
す
る
審
理
員
が
審
査
請
求
の
審
理

を
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
裁
決
に
当
た
っ
て
は
、
原
処
分
ま
た
は

裁
決
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
他
の
第
三
者
機
関
が
関
与
す
る
場
合
や
審
査

請
求
人
が
希
望
し
な
い
場
合
等
を
除
き
、
法
律
ま
た
は
行
政
に
関
し
て
す

ぐ
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
で
構
成
さ
れ
る
行
政
不
服
審
査
会
等
に
諮
問
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
審
査
請
求
人
等
が
証
拠
書
類
等
の
写

し
の
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
審
理
手
続
に
お

け
る
審
査
請
求
人
等
の
手
続
保
障
を
拡
充
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
不
服
申
し
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
現
行
の
六
十
日
か
ら
三
カ
月
に
延
長
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
審
査
請
求
及
び
異
議
申
し
立
て
を
審
査
請
求

に
一
元
化
す
る
と
と
も
に
、
個
別
法
に
お
け
る
特
別
の
定
め
に
よ
り
、
再

調
査
の
請
求
及
び
再
審
査
請
求
の
手
続
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
審
査
庁
は
、
標
準
審
理
期
間
を
定
め
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
審
理
を
計
画
的
に
進

め
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
事
前
に
争
点
等
を
整
理
す
る
た
め
の
手
続
を
設

け
る
な
ど
、
審
理
の
迅
速
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
二
日
）

○
高
木
陽
介
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
法
律
案
に
つ
き
ま
し
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て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

初
め
に
、
行
政
不
服
審
査
法
案
は
、
行
政
庁
の
処
分
ま
た
は
不
作
為
に

対
す
る
不
服
申
し
立
て
の
制
度
に
つ
い
て
、
公
正
性
及
び
利
便
性
の
向
上

等
を
図
る
観
点
か
ら
、抜
本
的
な
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

不
服
申
し
立
て
の
種
類
を
審
査
請
求
に
一
元
化
す
る
と
と
も
に
、
原
処
分

に
関
与
し
た
者
以
外
か
ら
指
名
さ
れ
る
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
、
第
三

者
機
関
で
あ
る
行
政
不
服
審
査
会
等
へ
の
諮
問
手
続
を
導
入
す
る
ほ
か
、

不
服
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
六
十
日
か
ら
三
カ
月
に
延

長
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

各
法
律
案
は
、
去
る
四
月
二
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
四

日
新
藤
総
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
そ
れ
ぞ
れ
聴
取
し
た
後
、
五

月
八
日
か
ら
質
議
に
入
り
、
十
三
日
に
は
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行

い
、
十
五
日
に
質
疑
を
終
局
し
ま
し
た
。

か
く
て
、
去
る
二
十
日
、
行
政
不
服
審
査
法
案
に
対
し
、
自
由
民
主
党
、

民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、
日
本
維
新
の
会
、
公
明
党
及
び
み
ん
な
の
党

共
同
提
出
に
よ
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
提
出
者
か
ら
趣
旨
の
説
明
を
聴

取
い
た
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、
行
政

不
服
審
査
法
案
の
修
正
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
、
修
正
部
分
を
除
く
原

案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と

決
し
ま
し
た
。
次
に
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、
行
政
手
続
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
行
政
不
服
審
査
法
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
五
月
二
〇
日
）

○
石
田（
真
）委
員　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
修
正
案
に
つ
き
ま
し

て
、
提
出
者
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
提
出
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ

い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
修
正
案
は
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
規
定
を
附
則
第
六
条
と
し
て
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
修
正
案
の
趣
旨
及
び
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
〇
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
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め
る
べ
き
で
あ
る
。

一　

今
回
導
入
さ
れ
る
第
三
者
機
関
及
び
審
理
員
制
度
の
運
用
に
当
た
っ

て
は
、
権
利
救
済
の
実
効
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
適
切

な
人
材
の
選
任
に
配
意
す
る
こ
と
。
特
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

は
、
各
団
体
の
実
情
を
踏
ま
え
、
申
立
て
の
分
野
に
応
じ
た
高
い
専
門

性
を
有
す
る
人
材
の
選
任
に
配
意
す
る
こ
と
。

二　

今
回
の
制
度
改
正
の
周
知
の
過
程
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が

行
っ
た
処
分
に
つ
い
て
審
査
請
求
す
べ
き
行
政
庁
を
住
民
に
十
分
説
明

す
る
こ
と
。

三　

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た｢

再
調
査
の
請
求
」が
、

処
分
庁
が
簡
易
に
処
分
を
見
直
す
事
後
救
済
手
続
で
あ
る
こ
と
を
国
民

に
十
分
説
明
す
る
こ
と
。

四　

審
理
手
続
に
お
け
る
審
理
関
係
人
又
は
参
考
人
の
陳
述
の
内
容
が
記

載
さ
れ
た
文
書
の
閲
覧
・
謄
写
に
つ
い
て
、
審
理
の
簡
易
迅
速
性
の
要

請
も
踏
ま
え
つ
つ
検
討
を
行
う
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
六
日
）

○
山
本
香
苗
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
行
政
不
服
審
査
法
案
は
、
行
政
庁
の
処
分
又
は
不
作
為
に
対
す

る
不
服
申
立
て
の
制
度
に
つ
い
て
、
よ
り
簡
易
迅
速
か
つ
公
正
な
手
続
に

よ
る
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
た
め
、
不
服
申
立
て
の
種
類
の
一

元
化
、
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
、
行
政
不
服
審
査
会
へ
の
諮
問
手
続
の

導
入
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
の
検
討

規
定
を
附
則
に
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

�

（
略
）�

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
参
考

人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
自
己
反
省
機
能
を
強
化
す

る
法
改
正
の
意
義
、
審
理
員
の
専
門
性
、
独
立
性
及
び
第
三
者
機
関
の
公

正
性
の
確
保
、
審
理
員
等
の
導
入
に
向
け
た
地
方
自
治
体
に
対
す
る
支
援

策
、
改
正
後
の
再
調
査
の
請
求
や
難
民
不
服
申
立
て
制
度
等
の
適
切
な
運

用
、
国
民
や
地
方
自
治
体
に
対
す
る
改
正
内
容
の
周
知
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
吉
良
よ
し
子
委
員
よ
り
、
行
政
不
服
審
査
法
案
及
び
行
政
不
服
審
査

法
関
係
法
律
整
備
法
案
に
反
対
、
行
政
手
続
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
旨
の

意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
行
政
不
服
審
査
法
案
及
び
行
政

不
服
審
査
法
関
係
法
律
整
備
法
案
は
そ
れ
ぞ
れ
多
数
を
も
っ
て
、
行
政
手

続
法
改
正
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
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定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、行
政
不
服
審
査
法
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
五
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
行
政
不
服
審
査
制
度
に
つ
い
て
は
、
公
正
で
利
用
し
や
す
い
簡
易
迅

速
な
手
続
に
よ
り
、
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
行

政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
、
国
民
の
行
政
へ
の
信
頼
を
維
持
す
る
た

め
の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
客
観
的
か
つ
公
正
な
審
理
手
続
を
一

層
充
実
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
制
度
本
来
の
目
的
が
最
大
限
発
揮
で

き
る
よ
う
、
制
度
改
正
後
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
と
も
不

断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二
、
今
般
の
制
度
改
革
に
伴
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
行
っ
た
処
分

に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
す
べ
き
行
政
庁
等
、
新
た
な
行
政
不
服
審
査

制
度
を
利
用
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
情
報
を
、
懇
切
・
丁
寧
な

広
報
活
動
に
よ
り
国
民
・
住
民
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
な
お
、
再
調

査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
処
分
庁
が
簡
易
な
手
続
で
事
実
関
係
の
再
調

査
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
処
分
手
続
の
見
直
し
を
行
う
事
後
救
済
手
続

で
あ
る
こ
と
を
、
十
分
説
明
す
る
こ
と
。

三
、
有
識
者
か
ら
成
る
第
三
者
機
関
及
び
審
理
員
制
度
の
運
用
に
当
た
っ

て
は
、
権
利
利
益
の
救
済
に
つ
い
て
実
効
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
、
適

切
な
人
材
を
選
任
す
る
こ
と
。
特
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
各

団
体
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
申
立
て
の
分
野
に
応
じ
た
高
い
専
門
性

を
有
す
る
人
材
が
確
保
で
き
る
よ
う
格
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

四
、
証
拠
書
類
の
閲
覧
・
謄
写
に
つ
い
て
は
、
審
理
手
続
に
お
け
る
審
査

請
求
人
の
権
利
の
拡
充
や
透
明
性
の
向
上
を
踏
ま
え
、
適
切
な
主
張
・

立
証
が
で
き
る
よ
う
、
審
理
関
係
人
又
は
参
考
人
の
陳
述
内
容
が
記
載

さ
れ
た
文
書
の
閲
覧
、
謄
写
等
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
検
討
す
る
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。


